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１．モニタリング実施プロセスに関する調査対
象金融機関における全体的な満足度

 全体傾向として、調査対象金融機関の満足度
は比較的高い水準に達しており、プリンシプ
ルベースによる対話型のモニタリングが相当
程度浸透していると考えられる。

 一方で 、モニタリングにおけるヒアリング
は、テーマによって金融庁、財務（支）局及
び日銀による合同での実施であったが、一部
の調査対象金融機関は、当該3者間における
役割分担が不明確であり、ヒアリングの目
的・論点や意図の明確化がされるべきとの問
題意識を有している。また、監督当局との対
話内容に基づき改善対応が必要か否かについ
て、金融機関側の捉え方に差異があるため、
論点を明確にしたうえで、率直なコミュニケ
ーションが必要であるとの問題意識を有して
いることが把握された。

【金融機関とのコミュニケーション】

 金融庁、財務（支）局および日銀との役割分
担が不明確であるとの意見や、モニタリング
におけるヒアリングの論点や意図の明確化を
要望する声はあくまでも一部であるものの、
金融機関の負担感につながるおそれや、金融
機関におけるモニタリング後の取組みに影響
があり得ることから、今後、横断的なモニタ
リングを実施する際、金融機関とのコミュニ
ケーションに十分留意することが推奨される。

【金融機関とのコミュニケーション】

 ヒアリングにおいては、ヒアリングの趣旨や
内容を事前に金融機関へ連絡しているものの、
調査結果のとおり、一部の金融機関からご指
摘があったことから、ヒアリングの目的、論
点、意図等について丁寧な説明を行っていく。

 また、対話を踏まえて認識された課題等につ
いては、当局と金融機関の認識に差異が生じ
ないよう、コミュニケーションに十分留意し
ていく。

２．金融庁における金融機関に対するモニタリ
ング体制

 モニタリングにおける金融庁担当官の専門性
および金融庁内外の連携について、調査対象
金融機関からの評価及び金融庁担当官による
評価は、どちらも総じて高い水準に達してい
る。

 他方、金融庁担当官においては、モニタリン
グの人員体制に関して、担当官の入れ替わり
の早さや、モニタリング先が多いことに起因
する業務負荷の高さなどについて課題意識を
有していることが把握された。

【モニタリング体制の充実化】

 効果的・効率的なモニタリングを進めるとい
う観点で、たとえば人事ローテーションの長
期化を含め、真に計画的な人材育成を行うな
ど、モニタリング体制の充実化が期待される。

【効果的・効率的なモニタリング】

 当庁は、平成30年7月に「金融庁の改革につ
いて」を公表し、必要な人材確保、人事ロー
テーションの長期化、業務のスクラップ・ア
ンド・ビルドなどの取組を実施しているとこ
ろであり、引き続き、これらの取組を進め、
効果的・効率的なモニタリングに努めていく。
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３．モニタリングの有益性

 調査対象金融機関においては、課題や気付き
が得られた点について、肯定的な認識を有し
ている。この点、金融庁担当官においても、
モニタリングを金融機関の態勢高度化や改善
の足掛かりとして活用する上で有益との認識
が確認された。

 一方で、調査対象金融機関においては、フィ
ードバックの際、好事例や懸念事例などの個
別事例や、金融機関に即したフィードバック
を期待する意見も把握された。

 また、今回のモニタリングの主目的が実態把
握であった国内LBOローン/不動産NRLにつ
いては、何かしらのフィードバックを求める
意見が多く把握され、金融庁担当官において
もフィードバックを行っていない点について
の問題意識を有していることが確認された。

【対話をベースとした金融機関へのフィードバ
ックや事例の共有】

 国内LBOローン/不動産NRLを含め、今後、
横断的なモニタリングを行った際、たとえば
十分なモニタリング結果が得られた段階でモ
ニタリングレポートの公表を検討するなど、
調査対象金融機関以外にとっても参考となる
公表物の検討が望まれる。

 加えて、横断的なモニタリング後の個別のフ
ィードバックにおいては、取組みが求められ
る事項や取組みが期待される事項を明確にし
たうえで、金融機関の態勢の成熟度に即した
フィードバックを行うなど、金融機関におけ
る自主的な改善や高度化を促すことが期待さ
れる。

【金融機関へのフィードバック】

 横断的なモニタリングを行った場合には、あ
る程度成果がまとまった段階で、必要に応じ
その結果の公表を検討していく。

 個別金融機関に対するモニタリング結果につ
いては、金融機関の自主的な改善や高度化に
資するよう可能な限り還元していく。なお、
横断的なモニタリングの目的が、一次的な実
態把握にとどめている場合は、その時点で個
別金融機関毎に結果を還元するのではなく、
その後のモニタリング結果等を踏まえ、必要
に応じて還元したいと考えている。ただし、
中間的な還元の必要性も考えていきたい。
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